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  ○不破消防組合管理者等の給与の支給に関する規則    

  

昭和51年８月10日規則第１号    

        改正  

            昭和52年４月１日規則第２号 

            平成７年４月１日規則第５号 

            平成19年４月１日規則第１号 

            平成21年４月１日規則第１号 

            平成28年３月23日規則第１号 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、不破消防組合管理者等の給与の支給に関する条例（昭和51年

 規則第１号）の規定に基づき職員の給与の支給について必要な事項を定めるもの

 とする。 

 （給与等の支給） 

第２条 この規則で定めるもののほか職員の給与等の支給に関しては、垂井町職

員の給与の支給の例による。 

 （管理職手当） 

第３条 管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その職務の特殊性に基づき次

 の職にある職員に管理職手当を支給する。ただし、隔日勤務に就いている職員に

 は支給しない。 

(１) 消防長                   ４７，０００円 

(２) 消防次長                  ４５，０００円 

(３) 消防署長、課長、東消防署副署長       ４５，０００円 

２ 前項第１号から第３号までの職にある職員のうち兼任する場合においては上

位の職とする。 

 （階級別職務分類） 

第４条 条例第４条に規定する階級及び職務の級の分類基準となるべき職務の級

の内容は、別表第１に定める階級別職務分類表にさだめるとおりとする。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年８月１日から適用する。 

   附 則（昭和52年規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年４月１日から適用する。 



- 260 - 

 

   附 則（平成７年規則第５号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成19年規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成19年４月１日から適用する。 

   附 則（平成21年規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

   附 則（平成28年規則第１号） 

 この規則は、公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
別表第１（第４条関係） 

 階級別職務分類表                   

階 級 
職 名 

職務の内容 職務の級 
消防本部 消防署 

 
消防士 

主事 主事  上司の指揮監督を受け、分担事務に従事する職
務 

１級 

主任 主任   上司の指揮監督を受け、困難な業務に従事する
職務 

２級 

消防 
副士長 

主任 主任   上司の指揮監督を受け、困難な業務に従事する
職務 

２級 

主査 主査  係長の職務を補佐し、困難な業務を分掌し、係
長に事故がある場合は、その職務を代行する職務 

３級 

消防 
士長 主査 主査   係長の職務を補佐し、困難な業務を分掌し、係

長に事故がある場合は、その職務を代行する職務 
３級 

消防 
司令補 

係長 係長   係の長として、担任する重要及び困難な事務を
処理し、所属職員を指揮監督する職務 

４級 
 

 西消防署
副署長 

 消防署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督
し、消防署長に事故がある場合は、その職務を代
理する職務 

５級 

課長補佐  
 

 課長の職務を補佐し、課の担任する重要及び困
難な事務を処理し、所属職員を指揮監督し、課長
に事故がある場合は、その職務を代理する職務 

消防 
司令 

 
 
 

東消防署 
副署長 

  消防署長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督
し、消防署長に事故がある場合は、その職務を代
理する職務 

５級 
 
 
 課長  

  課の担任する重要及び困難な事務を処理し、所
属職員を指揮監督する職務 

 東消防署 
副署長 

  副署長としての経験を有し、消防署長の職務を
補佐し、所属職員を指揮監督し、消防署長に事故
がある場合は、その職務を代理する職務 

６級 

課長 
 
 
 

  課長としての経験を有し、課の担任する重要及
び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督する
職務 

課長  
  高度な知識及び経験を有して、課の担任する重
要及び困難な事務を処理し、所属職員を指揮監督
する職務 

７級  
 署長   消防署の事務を総括し、所属の職員を指揮監督

する職務 

消防次長    消防長の職務を補佐し、消防長に事故がある場
合は、その職務を代行する職務 

消防 
司令長 

消防長  
 

  消防本部の事務を統括し、職員を指揮監督する
職務 

７級 

 


